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平成 29 年 10 月 ５ 日（木曜日）　号外　第 49 号

◎　使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例（条例第30号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　⑴　旅行業法及び通訳案内士法の改正に伴い、旅行サービス手配業者登録申請手数料の新設等、所要の改正を行うこととしま
　　　した。
　　⑵　不動産特定共同事業法の改正に伴い、小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料及び登録更新申請手数料を新設するこ
　　　ととしました。
　　⑶　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正に伴い、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の
　　　登録申請手数料を新設することとしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしました。

◎　宮崎県税条例の一部を改正する条例（条例第31号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　地方税法において、保育の受け皿整備のための特例措置に係る改正が行われたことに伴い、不動産取得税の課税標準の算定
　　に係る割合を定める等、所要の改正を行うこととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎　県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第32号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が改正されたことに伴い、所要の改正を行う
　　こととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎　宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第33号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　知事の権限に属する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等に基づく申請、届出等の受理に関する事務について
　　、取扱いを希望する市町村に権限を移譲することとしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から施行することとしました。

◎　土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（条例第34号）
　１　改正の理由及び主な内容

本号で公布された条例のあらまし

　改正する条例……………………………………………（税務課）７
○宮崎県における事務処理の特例に関する条例の
　一部を改正する条例…………………………………（市町村課）７
○土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴
　う関係条例の整理に関する条例…………………（農村計画課）８
○教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正
　する条例…………………………………………………（教育庁）10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　条　　　例
○使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条
　例…………………………………………………………（財政課）２
○宮崎県税条例の一部を改正する条例…………………（税務課）５
○県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を
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条　　　　　例

　　　土地改良法の改正に伴い、関係条例の整理を行うこととしました。
　２　施行期日
　　　この条例は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。

◎　教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する条例（条例第35号）
　１　改正の理由及び主な内容
　　　西都市における県立高校の新設並びに県立妻高等学校及び県立西都商業高等学校の閉校に伴い、所要の改正を行うこととし
　　ました。
　２　施行期日
　　　この条例中第１条の規定は平成30年１月１日から、第２条の規定は平成32年４月１日から施行することとしました。

　使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成29年10月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第30号
　　　使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例
第１条　使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　　　（手数料）
第３条　法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項及び
　附則第２項において「申請等」という。）により次の各号に掲げ
　る事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲げる名称の手
　数料を納めなければならない。
　（１）〜（282）　［略］
　（283）　旅行業法施行令（昭和46年政令第　338号）第４条第１項の
　　規定により知事が行う旅行業法（昭和27年法律第　239号）第３
　　条の規定に基づく旅行業者の登録又は旅行業者代理業者の登録
　　の申請に対する審査　旅行業者又は旅行業者代理業者登録申請
　　手数料
　（284）　旅行業法施行令第４条第１項の規定により知事が行う旅行
　　業法第６条の３第１項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新
　　の登録の申請に対する審査　旅行業更新登録申請手数料
　（285）　旅行業法施行令第４条第１項の規定により知事が行う旅行
　　業法第６条の４第１項の規定に基づく変更登録の申請に対する
　　審査　旅行業変更登録申請手数料

　（286）通訳案内士法（昭和24年法律第　210号）第20条第１項の規
　　定に基づく通訳案内士の登録の申請に対する審査　通訳案内士
　　登録申請手数料
　　（287）〜（453）　［略］
２〜５　［略］
別表第２（第３条関係）

　　　（手数料）
第３条　法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項及び
　附則第２項において「申請等」という。）により次の各号に掲げ
　る事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲げる名称の手
　数料を納めなければならない。
　（１）〜（282）　［略］
　（283）　旅行業法施行令（昭和46年政令第　338号）第５条第１項の
　　規定により知事が行う旅行業法（昭和27年法律第　239号）第３
　　条の規定に基づく旅行業者の登録又は旅行業者代理業者の登録
　　の申請に対する審査　旅行業者又は旅行業者代理業者登録申請
　　手数料
　（284）　旅行業法施行令第５条第１項の規定により知事が行う旅行
　　業法第６条の３第１項の規定に基づく旅行業の有効期間の更新
　　の登録の申請に対する審査　旅行業更新登録申請手数料
　（285）　旅行業法施行令第５条第１項の規定により知事が行う旅行
　　業法第６条の４第１項の規定に基づく変更登録の申請に対する
　　審査　旅行業変更登録申請手数料
　（285）の２　通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律（平
　　成29年法律第50号）附則第４条の規定に基づく旅行サービス手
　　配業者の登録の申請に対する審査（知事が行うこととされるも
　　のに限る。）　旅行サービス手配業者登録申請手数料
　（286）　通訳案内士法（昭和24年法律第　210号）第18条の規定に基
　　づく通訳案内士の登録の申請に対する審査　通訳案内士登録申
　　請手数料
　（287）〜（453）　［略］
２〜５　［略］
別表第２（第３条関係）
手 数 料 区　　　　　　分 単 位 金 　 額 備 　 考

　［略］

　285　［略］

　285の２

　 　 旅行

１件に

つき

15,000円

手 数 料 区　　　　　　分 単 位 金 　 額 備 　 考

　［略］

　285　［略］
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　［略］

第２条　使用料及び手数料徴収条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　　（手数料）
第３条　法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項及び
　附則第２項において「申請等」という。）により次の各号に掲げ
　る事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲げる名称の手
　数料を納めなければならない。
　（１）〜（285）　［略］
　（285）の２　通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律（平
　　成29年法律第50号）附則第４条の規定に基づく旅行サービス手
　　配業者の登録の申請に対する審査（知事が行うこととされるも
　　のに限る。）　旅行サービス手配業者登録申請手数料
　（286）　通訳案内士法（昭和24年法律第　210号）第18条の規定に基
　　づく通訳案内士の登録の申請に対する審査　通訳案内士登録申
　　請手数料
　（287）　通訳案内士法第23条第２項の規定に基づく通訳案内士登録
　　証の訂正　通訳案内士登録証訂正手数料
　（288）　通訳案内士法第24条の規定に基づく通訳案内士登録証の再
　　交付　通訳案内士登録証再交付手数料
　（289）〜（442）　［略］

　
　（443）〜（452）の14　［略］

　（452）の15　［略］
　（453）　［略］
２〜５　［略］
別表第２（第３条関係）

　（手数料）
第３条　法令、条例等の規定に基づく申請その他の行為（次項及び
　附則第２項において「申請等」という。）により次の各号に掲げ
　る事務の実施を求める者は、それぞれ当該各号に掲げる名称の手
　数料を納めなければならない。
　（１）〜（285）　［略］
　（285）の２　旅行業法施行令第５条第２項の規定により知事が行う
　　旅行業法第23条の規定に基づく旅行サービス手配業者の登録の
　　申請に対する審査　旅行サービス手配業者登録申請手数料

　（286）　通訳案内士法（昭和24年法律第　210号）第18条の規定に基
　　づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査　全国通訳案内
　　士登録申請手数料
　（287）　通訳案内士法第23条第２項の規定に基づく全国通訳案内士
　　登録証の訂正　全国通訳案内士登録証訂正手数料
　（288）　通訳案内士法第24条の規定に基づく全国通訳案内士登録証
　　の再交付　全国通訳案内士登録証再交付手数料
　（289）〜（442）　　［略］
　（442）の２　不動産特定共同事業法第41条第１項の規定に基づく小
　　規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査　小規模不
　　動産特定共同事業の登録申請手数料
　　（442）の３　不動産特定共同事業法第41条第３項の規定に基づく小
　　規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査　小
　　規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料
　　（443）〜（452）の14　［略］
　　（452）の15　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
　　する法律（平成19年法律第　112号）第８条の規定に基づく住宅
　　確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の申請に対する審査
　　　住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請手数料
　（452）の16　［略］
　（453）　［略］
２〜５　［略］
別表第２（第３条関係）
手 数 料 区　　　　　　分 単 　 位 金 　 額 備 　 考

　［略］

　286　全

　国通訳

　案内士

　登録申

　請手数

　料　　

　［略］

　287　全

　国通訳

　案内士

　［略］

手 数 料 区　　　　　　分 単 　 位 金 　 額 備 　 考

　［略］

　286　通

　訳案内

　士登録

　申請手

　数料　

　［略］

　287　通

　訳案内

　士登録

　［略］

　サービ

　ス手配

　業者登

　録申請

　手数料

　［略］
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　登録証

　訂正手

　数料　

　288　全

　国通訳

　案内士

　登録証

　再交付

　手数料

　［略］

　［略］

　442　［略］

　442の２

　　小規

　模不動

　産特定

　共同事

　業の登

　録申請

　手数料

１件に

つき

60,000円

　442の３

　　小規

　模不動

　産特定

　共同事

　業の登

　録更新

　申請手

　数料　

１件に

つき

60,000円

　［略］

　452の14　［略］

　452の15

　　住宅

　確保要

　配慮者

　円滑入

　居賃貸

　住宅事

　業の登

　録申請

　手数料

　住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅の戸数が次

の（１）から（８）までに掲

げる場合

（１）　１戸

（２）　２戸以上４戸以下

（３）　５戸以上９戸以下

（４）　10戸以上29戸以下

（５）　30戸以上39戸以下

（６）　40戸以上49戸以下

（７）　50戸以上99戸以下

（８）　　100戸以上

１件に

つき

同

同

同

同

同

同

同

8,000円

9,000円

10,000円

12,000円

13,000円

14,000円

16,000円

20,000円

　452の16　［略］

　［略］

　証訂正

　手数料

　288　通

　訳案内

　士登録

　証再交

　付手数

料　　

　［略］

　［略］

　442　［略］

　［略］

　452の14　［略］

　452の15　［略］

　［略］

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　（１）　第２条中使用料及び手数料徴収条例第３条第１項第　452号の15を同項第　452号の16とし、同項第　452号の14の次に１号を加える改
　　正規定及び同条例別表第２の　452の15の項を同表の　452の16の項とし、同表の　452の14の項の次に　452の15の項を加える改正規定　公
　　布の日から起算して１月を超えない範囲内において規則で定める日
　（２）　第２条中使用料及び手数料徴収条例第３条第１項第　442号の次に２号を加える改正規定並びに同条例別表第２の　442の項の次に　4
　　42の２の項及び　442の３の項を加える改正規定　平成29年12月１日
　（３）　第２条の規定（前２号に掲げる改正規定を除く。）　平成30年１月４日
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　宮崎県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成29年10月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第31号
　　　宮崎県税条例の一部を改正する条例
　宮崎県税条例（昭和29年宮崎県条例第19号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
目次
　第１章　［略］
　第２章　普通税
　　第１節・第２節　［略］
　　第３節　不動産取得税（第36条―第42条の２）
　　第４節〜第10節　［略］
　第３章・第４章　［略］
　附則
　（個人の事業税に係る不申告等に関する過料）
第35条　［略］
　　　　第３節　不動産取得税

　（不動産の取得に係る申告又は報告の義務）
第38条　［略］
２　［略］
３　法第73条の14第６項から第14項までの規定に該当する者は、第
　１項の規定によって提出すべき申告書に、当該不動産の取得に対
　して課すべき不動産取得税の課税標準から同条各項の規定によっ
　て、それぞれ定められた相当額を控除すべきであることを証明す
　るに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添えなければなら
　ない。
４　［略］
　（自動車取得税の証紙徴収の手続）
第54条　自動車取得税の納税義務者は、自動車取得税の申告書又は

目次
　第１章　［略］
　第２章　普通税
　　第１節・第２節　［略］
　　第３節　不動産取得税（第35条の２―第42条の２）
　　第４節〜第10節　［略］
　第３章・第４章　［略］
　附則
　（個人の事業税に係る不申告等に関する過料）
第35条　［略］
　　　　第３節　不動産取得税
　（保育事業に係る課税標準の特例）
第35条の２　児童福祉法（昭和22年法律第　164号）第34条の15第２
　項の規定により同法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業
　の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋（当該事業の用
　以外の用に供されていないものに限る。）の取得に対して課する
　不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の３
　分の２に相当する額を価格から控除するものとする。
２　児童福祉法第34条の15第２項の規定により同法第６条の３第11
　項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業
　の用に供する家屋（当該事業の用以外の用に供されていないもの
　に限る。）の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定
　については、当該家屋の価格の３分の２に相当する額を価格から
　控除するものとする。
３　児童福祉法第34条の15第２項の規定により同法第６条の３第12
　項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業（
　利用定員が５人以下であるものに限る。）の用に供する家屋（当
　該事業の用以外の用に供されていないものに限る。）の取得に対
　して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋
　の価格の３分の２に相当する額を価格から控除するものとする。
　（不動産の取得に係る申告又は報告の義務）
第38条　［略］
２　［略］
３　法第73条の14第６項から第14項までの規定に該当する者は、第
　１項の規定により提出すべき申告書に、当該不動産の取得に対し
　て課すべき不動産取得税の課税標準から同条第６項から第10項ま
　で及び第14項並びに第35条の２各項の規定により、それぞれ定め
　られた相当額を控除すべきであることを証明するに足る権限ある
　機関の証明書その他の書類を添えなければならない。
４　［略］
　（自動車取得税の納付の方法）
第54条　自動車取得税の納税義務者は、自動車取得税の申告書又は

　修正申告書を知事に提出する際、当該申告書又は修正申告書に知
　事が指定する証紙代金収納計器により当該自動車取得税額（当該
　自動車取得税額に係る延滞金額を含む。）に相当する金額の表示

　修正申告書を知事に提出する際、当該申告書又は修正申告書に知
　事が指定する証紙代金収納計器により当該自動車取得税額（当該
　自動車取得税額に係る延滞金額を含む。以下この条において同じ
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　を受けることによって自動車取得税を払い込まなければならない
　。ただし、知事がやむを得ないと認めた場合は、当該自動車取得
　税額に相当する現金を納付することによって、自動車取得税を払
　い込むことができる。

２　前項の証紙代金収納計器の取扱いに関し必要な事項は、規則で
　定める。
　（自動車税の非課税の範囲）
第60条　次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車
　税を課さない。ただし、第３号及び第４号の自動車にあっては、
　知事の承認を受けたものに限る。
　（１）　商品であって使用しない自動車（道路運送車両法（昭和26
　　年法律第　185号）第４条に規定する登録を受けているものを除
　　く。）
　（２）〜（４）　［略］
２・３　［略］
　（自動車税の徴収の方法）
第62条の２　［略］
２　［略］
３　自動車税の納税義務者は、前項の規定による証紙徴収の方法に
　係る自動車税については、次条第１項の申告書を知事に提出する
　際、当該申告書に知事が指定する証紙代金収納計器により当該自
　動車税額に相当する金額の表示を受けることによって、自動車税
　を払い込まなければならない。

４　次条第１項の申告書の提出がなかったことにより、第２項の規
　定によって自動車税を証紙徴収の方法によって徴収することがで
　きない場合においては、当該自動車税の徴収については、普通徴

　。）に相当する金額の表示を受けることによって自動車取得税を
　払い込まなければならない。

２　自動車取得税の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当する
　場合は、前項の規定にかかわらず、当該自動車取得税額に相当す
　る現金を納付することによって、自動車取得税を払い込むことが
　できる。
　（１）　行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（
　　平成14年法律第　151号。以下「行政手続情報通信法」という。
　　）第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織
　　を使用して道路運送車両法（昭和26年法律第　185号）第７条又
　　は第13条の規定による登録の申請を行い、併せて宮崎県行政手
　　続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年宮
　　崎県条例第47号。以下「行政手続情報通信条例」という。）第
　　３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使
　　用して法第　122条第１項の申告書の提出を行う場合
　（２）　その他知事がやむを得ないと認めた場合
３　第１項の証紙代金収納計器の取扱いに関し必要な事項は、規則
　で定める。
　（自動車税の非課税の範囲）
第60条　次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、自動車
　税を課さない。ただし、第３号及び第４号の自動車にあっては、
　知事の承認を受けたものに限る。
　（１）　商品であって使用しない自動車（道路運送車両法第４条に
　　規定する登録を受けているものを除く。）

　（２）〜（４）　［略］
２・３　［略］
　（自動車税の徴収の方法）
第62条の２　［略］
２　［略］
３　自動車税の納税義務者は、前項の規定による証紙徴収の方法に
　係る自動車税については、法第　152条第１項の申告書を知事に提
　出する際、当該申告書に知事が指定する証紙代金収納計器により
　当該自動車税額に相当する金額の表示を受けることによって、自
　動車税を払い込まなければならない。この場合において、知事が
　やむを得ないと認めたときは、当該自動車税額に相当する現金を
　納付することによって、自動車税を払い込むことができる。
４　法第　152条第１項の申告書の提出がなかったことにより、第２
　項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によって徴収すること
　ができない場合においては、当該自動車税の徴収については、普

　収の方法による。
５　［略］

　通徴収の方法による。
５　［略］
　（自動車税の徴収の方法の特例）
第62条の３　知事は、納税者が行政手続情報通信法第３条第１項の
　規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送
　車両法第７条の規定による登録の申請を行い、併せて行政手続情
　報通信条例第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処
　理組織を使用して法第　152条第１項の申告書の提出を行う場合に
　は、前条第２項及び第３項の規定によるほか、当該納税者が当該
　登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る自動
　車税を知事から得た納付情報により納付する方法により徴収する
　ことができる。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　（不動産取得税に関する経過措置）
２　この条例による改正後の宮崎県税条例第35条の２及び第38条第３項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の
　不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従
　前の例による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成29年10月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第32号
　　　県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例
　県税の課税免除等の特例に関する条例（昭和39年宮崎県条例第12号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（目的）
第１条　この条例は、次の各号に掲げる区域、地区又は地域におい
　て、それぞれ当該各号に定める者に対して課する県税の課税免除
　又は不均一課税を行うことにより、当該区域、地区又は地域にお
　ける工業開発の促進及び産業の振興に寄与することを目的とする
　。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び
　　活性化に関する法律（平成19年法律第40号。以下「企業立地促
　　進法」という。）第９条第１項に規定する同意集積区域（以下
　　「同意集積区域」という。）内において企業立地促進法第15条
　　第２項に規定する承認企業立地計画（以下「承認企業立地計画
　　」という。）に従って企業立地の促進等による地域における産
　　業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等
　　を定める省令（平成19年総務省令第94号。以下「総務省令第94
　　号」という。）第３条に規定する対象施設を設置した者（企業
　　立地促進法第５条第２項第６号に規定する指定集積業種（以下
　　「指定集積業種」という。）であって、総務省令第94号第４条
　　に規定するものに属する事業を行う者（以下「指定集積事業者
　　」という。）に限る。）

　（４）・（５）　［略］

　（目的）
第１条　この条例は、次の各号に掲げる区域、地区又は地域におい
　て、それぞれ当該各号に定める者に対して課する県税の課税免除
　又は不均一課税を行うことにより、当該区域、地区又は地域にお
　ける工業開発の促進及び産業の振興に寄与することを目的とする
　。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び
　　活性化に関する法律の一部を改正する法律（平成29年法律第47
　　号）附則第２条に規定する旧同意基本計画において定められた
　　集積区域（以下「同意集積区域」という。）内において同法に
　　よる改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の
　　形成及び活性化に関する法律（平成19年法律第40号。以下「企
　　業立地促進法」という。）第14条第３項の規定による承認（企
　　業立地促進法第15条第１項の規定による変更の承認を含む。）
　　を受けた企業立地計画（以下「承認企業立地計画」という。）
　　に従って企業立地の促進等による地域における産業集積の形成
　　及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令
　　の一部を改正する省令（平成29年総務省令第55号）による改正
　　前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び
　　活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令（平
　　成19年総務省令第94号。以下「総務省令第94号」という。）第
　　３条に規定する対象施設を設置した者（企業立地促進法第５条
　　第２項第６号に規定する指定集積業種（以下「指定集積業種」
　　という。）であって、総務省令第94号第４条に規定するものに
　　属する事業を行う者（以下「指定集積事業者」という。）に限
　　る。）
　（４）・（５）　［略］

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成29年10月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第33号
　　　宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　宮崎県における事務処理の特例に関する条例（平成11年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正前 改正後
別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

　関する法律（平成27年法律第53号）、建築物
　のエネルギー消費性能の向上に関する法律施
　行規則（平成28年国土交通省令第５号）及び
　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
　法律の施行のための規則で別に規則で定める
　ものの規定による申請、届出等の受理に関す
　る事務

都城市、延
岡市及び日
向市を除く
。）

　［略］　［略］

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。　
　　平成29年10月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第34号
　　　土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
　（県営土地改良事業特別徴収金徴収条例の一部改正）
第１条　県営土地改良事業特別徴収金徴収条例（昭和48年宮崎県条例第27号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（特別徴収金の徴収）
第２条　県は、県営土地改良事業分担金及び負担金徴収条例（昭和
　31年宮崎県条例第18号）第２条各号に掲げる県営土地改良事業の
　うち規則で定めるものの施行に係る地域内にある土地につき法第
　３条に規定する資格を有する者が、当該県営土地改良事業の工事
　の完了につき法第　113条の２第３項の規定による公告があった日
　（その日前に、知事が、当該土地を含む一定の地域について当該
　事業について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと
　認めてその旨を公告したときは、その公告した日）以後８年を経
　過する日までの間に、当該土地を当該県営土地改良事業の計画に
　おいて予定した用途以外の用途（規則で定める用途を除く。以下
　「目的外用途」という。）に供するため所有権の移転等をした場
　合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合（当該土地を目的
　外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供し
　た場合を除く。）には、一時的に目的外用途に供するため所有権
　の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等を
　する際にすでに当該土地が災害等により当該県営土地改良事業に
　よる利益を受けていないものとなっている場合その他規則で定め
　る場合を除き、その者から、特別徴収金を徴収する。

２　［略］

　（特別徴収金の徴収）
第２条　県は、県営土地改良事業分担金及び負担金徴収条例（昭和
　31年宮崎県条例第18号）第２条各号に掲げる県営土地改良事業の
　うち規則で定めるものの施行に係る地域内にある土地につき、法
　第３条に規定する資格を有する者が当該県営土地改良事業の工事
　の完了につき法第　113条の３第３項の規定による公告があった日
　（同日前に、知事が当該土地を含む一定の地域に係る当該県営土
　地改良事業について当該県営土地改良事業によって受ける利益の
　全てが発生したと認めた旨を公告したときは、当該公告があった
　日）以後８年を経過する日までの間に、当該土地を当該県営土地
　改良事業の計画において予定した用途以外の用途（規則で定める
　用途を除く。以下「目的外用途」という。）に供するため所有権
　の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合
　（当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、
　目的外用途に供した場合を除く。）には、一時的に目的外用途に
　供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため
　所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該県営
　土地改良事業による利益を受けていないものとなっている場合そ
　の他規則で定める場合を除き、当該者から、特別徴収金を徴収す
　る。
２　［略］

　　（国営大淀川右岸土地改良事業負担金徴収条例の一部改正）
第２条　国営大淀川右岸土地改良事業負担金徴収条例（昭和57年宮崎県条例第25号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］

　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］

　　　　　事　　　　　　　　　務 市 町 村
　［略］
22の３　［略］
22の４　建築物のエネルギー消費性能の向上に 各市町村（

　　　　　事　　　　　　　　　務 市 町 村
　［略］
22の３　［略］
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２　第２条第１項の規定により徴収する負担金に係る前項の元利均
　等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ。）は、国営土地
　改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によって生じた施設
　で国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が
　管理しているものにつき国が法第88条第１項の規定により災害復
　旧を併せて行ったときは、国営土地改良事業及び当該災害復旧の
　すべてが完了した年度。以下同じ。）の翌年度から起算して17年
　（据置期間は、２年）とし、利率は、年５パーセント（土地改良
　法施行令の一部を改正する政令（平成元年政令第　216号。以下「
　平成元年政令」という。）による改正前の土地改良法施行令（以
　下「改正前政令」という。）第52条第５項に規定する指定日後特
　定事業費額に係る負担金の部分にあっては、改正前政令第50条の
　３第５項に規定する特定工事（以下「特定工事」という。）に係
　る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣
　の定める率）とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該
　各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の期間は、当該各号
　に定める年度から起算するものとする。
　（１）〜（４）　［略］
３　［略］

２　第２条第１項の規定により徴収する負担金に係る前項の元利均
　等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ。）は、国営土地
　改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によって生じた施設
　で国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が
　管理しているものにつき国が法第87条の５第１項の規定により災
　害又は突発事故被害の復旧を併せて行ったときは、国営土地改良
　事業及び当該復旧の全てが完了した年度。以下同じ。）の翌年度
　から起算して17年（据置期間は、２年）とし、利率は、年５パー
　セント（土地改良法施行令の一部を改正する政令（平成元年政令
　第　216号。以下「平成元年政令」という。）による改正前の土地
　改良法施行令（以下「改正前政令」という。）第52条第５項に規
　定する指定日後特定事業費額に係る負担金の部分にあっては、改
　正前政令第50条の３第５項に規定する特定工事（以下「特定工事
　」という。）に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎と
　して農林水産大臣の定める率）とする。ただし、次の各号に掲げ
　る場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の
　期間は、当該各号に定める年度から起算するものとする。
　（１）〜（４）　［略］
３　［略］

　（国営一ツ瀬川土地改良事業負担金徴収条例の一部改正）
第３条　国営一ツ瀬川土地改良事業負担金徴収条例（昭和60年宮崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］
２　前項の元利均等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ｡
　）は、国営土地改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によ
　って生じた施設で国営土地改良事業が完了するまでの間において
　農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第88条第１項の
　規定により災害復旧を併せて行ったときは、国営土地改良事業及
　び当該災害復旧のすべて完了した年度）の翌年度から起算して17
　年（据置期間は、２年）とし、利率は、年　6.5パーセント（法第
　88条第１項の規定による災害復旧にあっては、年　7.2パーセント
　）とする。ただし、国営土地改良事業が完了する以前において、
　国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当
　該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、
　当該土地の受益者から当該土地に係る受益者負担金を徴収するこ
　とが適当であると知事が認める場合には、当該受益者負担金に係
　る元利均等年賦支払の期間は、その利益のすべてが発生した年度
　以後において知事の指定する年度から起算するものとする。

　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］
２　前項の元利均等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ｡
　）は、国営土地改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によ
　って生じた施設で国営土地改良事業が完了するまでの間において
　農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第87条の５第１
　項の規定により災害又は突発事故被害の復旧を併せて行ったとき
　は、国営土地改良事業及び当該復旧の全てが完了した年度）の翌
　年度から起算して17年（据置期間は、２年）とし、利率は、年　6
　.5パーセント（法第87条の５第１項の規定による災害又は突発事
　故被害の復旧にあっては、年　7.2パーセント）とする。ただし、
　国営土地改良事業が完了する以前において、国営土地改良事業の
　施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によっ
　て受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地の受益者から
　当該土地に係る受益者負担金を徴収することが適当であると知事
　が認める場合には、当該受益者負担金に係る元利均等年賦支払の
　期間は、その利益の全てが発生した年度以後において知事の指定
　する年度から起算するものとする。

　（国営西諸土地改良事業負担金徴収条例の一部改正）
第４条　国営西諸土地改良事業負担金徴収条例（平成９年宮崎県条例第31号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］
２　第２条第１項の規定により徴収する負担金に係る前項の元利均
　等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ。）は、国営土地
　改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によって生じた施設
　で国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が
　管理しているものにつき国が法第88条第１項の規定により災害復
　旧を併せて行ったときは、国営土地改良事業及び当該災害復旧の
　全てが完了した年度。以下同じ。）の翌年度から起算して17年（

　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］
２　第２条第１項の規定により徴収する負担金に係る前項の元利均
　等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ。）は、国営土地
　改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によって生じた施設
　で国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が
　管理しているものにつき国が法第87条の５第１項の規定により災
　害又は突発事故被害の復旧を併せて行ったときは、国営土地改良
　事業及び当該復旧の全てが完了した年度。以下同じ。）の翌年度
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　据置期間は、２年）とし、利率は、国債の利率を基礎として農林
　水産大臣の定める率を超えない範囲内において知事が定める率と
　する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負
　担金に係る元利均等年賦支払の期間は、当該各号に定める年度か
　ら起算するものとする。
　（１）〜（４）　［略］
３　［略］

　から起算して17年（据置期間は、２年）とし、利率は、国債の利
　率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えない範囲内におい
　て知事が定める率とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、
　当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の期間は、当該
　各号に定める年度から起算するものとする。
　（１）〜（４）　［略］
３　［略］

　（国営大淀川右岸施設機能保全事業負担金徴収条例の一部改正）
第５条　国営大淀川右岸施設機能保全事業負担金徴収条例（平成27年宮崎県条例第19号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］
２　第２条第１項の規定により徴収する負担金に係る前項の元利均
　等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ。）は、国営土地
　改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によって生じた施設
　で国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が
　管理しているものにつき国が法第88条第１項の規定により災害復
　旧を併せて行ったときは、国営土地改良事業及び当該災害復旧の
　全てが完了した年度。以下同じ。）の翌年度から起算して17年（
　据置期間は、２年）とし、利率は、国債の利率を基礎として農林
　水産大臣の定める率を超えない範囲内において知事が定める率と
　する。ただし、国営土地改良事業が完了する以前において、国営
　土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき国営土
　地改良事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ
　、当該土地につき受益者から当該土地に係る負担金を徴収するこ
　とが適当であると知事が認める場合は、その利益の全てが発生し
　た年度の翌年度以後の年度で知事の指定する年度から起算するも
　のとする。
３　［略］

　（負担金の徴収方法）
第４条　［略］
２　第２条第１項の規定により徴収する負担金に係る前項の元利均
　等年賦支払の期間（据置期間を含む。以下同じ。）は、国営土地
　改良事業が完了した年度（国営土地改良事業によって生じた施設
　で国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が
　管理しているものにつき国が法第87条の５第１項の規定により災
　害又は突発事故被害の復旧を併せて行ったときは、国営土地改良
　事業及び当該復旧の全てが完了した年度。以下同じ。）の翌年度
　から起算して17年（据置期間は、２年）とし、利率は、国債の利
　率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えない範囲内におい
　て知事が定める率とする。ただし、国営土地改良事業が完了する
　以前において、国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地
　の一部につき国営土地改良事業の完了によって受けるべき利益の
　全てが発生し、かつ、当該土地につき受益者から当該土地に係る
　負担金を徴収することが適当であると知事が認める場合は、その
　利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で知事の指定する
　年度から起算するものとする。
３　［略］

　　　附　則
　この条例は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。　
　　平成29年10月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県条例第35号
　　　教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する条例
第１条　教育関係の公の施設に関する条例（昭和39年宮崎県条例第36号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

　区　分　及　び　名　称 　　　　　位　置
学校
　　［略］
　高等学校
　　　［略］
　　県立日南振徳高等学校
　　新県立妻高等学校

　［略］
西都市大字右松2330番地

　［略］

　区　分　及　び　名　称 　　　　　位　置
学校
　　［略］
　高等学校
　　　［略］
　　県立日南振徳高等学校 　［略］

　［略］

第２条　教育関係の公の施設に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
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別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
区　分　及　び　名　称 位　置

学校
　　［略］
　高等学校
　　　［略］

区　分　及　び　名　称 位　置
学校
　　［略］
　高等学校
　　　［略］
　　県立高鍋高等学校 　［略］

　　　［略］
　　県立都城西高等学校 　［略］

　　　［略］
　　県立妻高等学校 　［略］
　［略］

　　県立高鍋高等学校
　　県立妻高等学校

　［略］
西都市大字右松2330番地

　　　［略］
　　県立都城西高等学校
　　県立西都商業高等学校

　［略］
西都市大字調殿　880番地

　　　［略］
　　新県立妻高等学校 　［略］
　［略］

　　　附　則
　この条例中第１条の規定は平成30年１月１日から、第２条の規定は平成32年４月１日から施行する。
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